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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第９期

第１四半期
連結累計期間

第10期
第１四半期
連結累計期間

第９期

会計期間
自　2023年１月１日
至　2023年３月31日

自　2024年１月１日
至　2024年３月31日

自　2023年１月１日
至　2023年12月31日

事業収益 （千円） 5,179 5,036 39,887

税引前四半期（当期）損失 （千円） △444,334 △342,744 △1,489,602

親会社の所有者に帰属する四半期

（当期）損失
（千円） △444,334 △342,744 △1,489,602

親会社の所有者に帰属する四半期

（当期）包括利益
（千円） △444,388 △334,098 △1,488,692

親会社の所有者に帰属する持分 （千円） 3,582,399 2,340,619 2,646,732

総資産額 （千円） 4,025,398 2,693,040 3,016,840

基本的１株当たり四半期（当期）損失 （円） △8.09 △6.10 △26.79

希薄化後１株当たり四半期（当期）

損失
（円） △8.09 △6.10 △26.79

親会社所有者帰属持分比率 （％） 89.0 86.9 87.7

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △382,597 △335,829 △1,335,939

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △1,443 1,168 △45,033

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 50,394 4,421 96,581

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 3,715,330 2,453,823 2,767,639

（注）１　当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２　上記指標は、国際会計基準（IFRS）により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいてお

ります。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。

 

(1）経営成績の状況

　当社グループは、眼科領域に特化しグローバルに医療用医薬品、医療機器の研究開発を行う眼科医療ソリュー

ション・カンパニーです。

　当第１四半期連結累計期間におきましては、一部地域における新型コロナウイルス感染症の感染再拡大からの社

会経済活動及び生産活動の回復傾向は続いているものの、長引くウクライナ危機等に起因するインフレの継続、エ

ネルギー問題等による原材料や輸送コストの高騰、急激な為替変動等により、依然として先行き不透明な状況が続

いております。また、アジア経済は、中国などで高い成長を維持しておりますが、その他の地域では景気回復のテ

ンポは減速傾向をたどり、日本でも国内外の金利差が為替相場に大きく影響し、円安が進行しました。このような

市場環境のもと、当社グループは以下のとおり事業展開及び研究開発を進めました。

 

［医療機器］

（ウェアラブル近視デバイス（Kubota Glass））

　当社グループが開発中のクボタメガネ・テクノロジーは、網膜に人工的な光刺激を与えて近視の進行の抑制、治

療を目指す当社独自のアクティブスティミュレーション技術です。

　現在は、科学的エビデンスを積み上げつつ、Kubota Glass事業として販売拡大を目指して活動しております。

　本技術の効果検証と致しましては、2020年に、米国子会社のクボタビジョン・インクが、被験者12名に対し、ク

ボタメガネ・テクノロジーを用いた試作機である卓上デバイスにて眼軸に与える影響を検証した結果、対照眼と比

較し眼軸長の短縮を確認しました。次いで、同技術を用いたウェアラブルデバイスでも、18歳から35歳の25名の近

視傾向のある被験者に対しても同様の効果検証が完了しました。また、クボタメガネ・テクノロジーを用いた卓上

デバイスにて、成人患者に対し、４ヶ月間、週３～５回、１日1.5時間の光刺激（近視性デフォーカス）を与えた

臨床試験では、年間換算で近視の進行を等価球面度数で見た場合、平均101％抑制し、眼軸長の伸展の38％の減少

が見られました。通常、眼軸長は、年齢と共に伸びる、若しくは成長が止まるものであり、人工的な光により眼軸

長が対照眼と比較して短くなるということは、世界でも前例がありません。

　2021年には、医療機器のデザイン・開発会社として「ISO 13485:2016」の認証を取得しました。また同年に、台

湾における医療機器の製造許可を取得、翌年には、米国FDAでの医療機器登録を完了しました。当社では、このテ

クノロジーをスマートメガネ、スマートコンタクトレンズ等に応用することで、メガネのいらない世界を実現する

ことを目指しております。

　2022年には、ソフトローンチとして、「Kubota Glass」を米国及び日本の一部眼科医院で販売を開始し、同年12

月には、初の直営店となる「Kubota Glass Store」を東京にオープンしました。現在は、販売拡大に向けた準備を

進めるとともに、顧客満足度の更なる向上に向け、製品の改良及び、リカーリングに向けたサービス作りを強化し

ております。より広範な市場での商業化を可能にするためのマーケティング活動の強化、及びよりマーケットニー

ズにフィットした次世代機の開発の準備を進め、逐次着手していく方針です。

 

（在宅・遠隔医療モニタリング機器）

　当社が開発する超小型モバイルOCT（光干渉断層計）の「eyeMO」は、眼科において網膜の状態の検査に用いられ

るOCTの超小型モデルのことで、モバイルヘルスを含む在宅・遠隔医療分野での需要を見据えた在宅眼科医療機器

ソリューションです。

　2023年12月には世界で最も権威のある眼科病院の１つであるアラビンド眼科病院（AECS）の製造施設として貢献

しているAUROLAB社（本社：マドゥライ、インド）と共同開発に向けた基本合意書を締結しました。AECSは、南イ

ンドに14施設の眼科病院、６箇所の外来眼科検査センター、108箇所の初期眼科医療施設を保有しており、年間450

万件以上の手術や治療を行う世界でもトップクラスの会社です。

　また、同時にIQVIAサービシーズ ジャパン合同会社（本社：東京都港区）と中外製薬株式会社が資金提供を予定

する特定臨床研究に向けてベンダー契約を締結しました。本研究では、糖尿病黄斑浮腫患者に対し、患者自宅で本

機器の使用が可能であるか、また、網膜厚測定及び網膜内・網膜下浮腫の有無判定のための網膜状態の測定値の妥

当性を医療者によって判断します。なお、本研究の前には、フィージビリティスタディーを実施する予定です。
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［低分子化合物］

　エミクススタト塩酸塩については、スターガルト病を対象とする第３相臨床試験として、2018年11月には最初の

被験者登録を、最終的には194名の被験者登録を完了し、当第３相臨床試験は終了しました。当該臨床研究のデー

タベースの集計及び分析の結果、主要評価項目及び副次的評価項目を達成せず、治療群間の有意差も示されません

でした。主要評価項目である黄斑萎縮の進行率は、エミクススタト投与群で1.280mm2/年、プラセボ投与群で

1.309mm2/年でした（p=0.8091）。但し、エミクススタトの忍容性は良好で、先行研究と同様の安全性プロファイ

ルが示されております。

　その後の更なる分析の結果、ベースライン時の萎縮病巣面積がより小さい被験者グループでのプラセボ投与群と

比較したところ、エミクススタト投与群の萎縮病巣の進行率が有意に低いことが示唆され、それを検証するべく、

サブグループ解析を実施しました。ベースライン時の萎縮病巣領域が小さい被験者グループに対して変数減少法に

よる単変量と多変量分析を行い、このサブグループにおける萎縮病巣の進行に影響する独立したベースラインの因

子を特定しました。この解析の結果、エミクススタト投与群の24カ月目の黄斑萎縮の進行率が、プラセボ投与群に

比べ40.8％抑制されました（p=0.0206、エミクススタト投与群 n=34、プラセボ群 n=21）。上記の結果を受けて、

当社は、引き続き共同開発パートナーを探す等の活動を継続するとともに、エミクススタトの今後の計画について

改めて検討してまいります。

 

　当第１四半期連結累計期間の事業収益は５百万円（前年同四半期比2.8％減）、売上原価は１百万円（前年同四

半期比48.8％減）となりました。研究開発費、販売費及び一般管理費については以下のとおりです。

 

（研究開発費）

　当第１四半期連結累計期間の研究開発費は、前年同四半期と比較して112百万円減少（前年同四半期比△

40.5％）し、165百万円となりました。これは、エミクススタト塩酸塩の研究開発費用、及びウェアラブル近視デ

バイスの開発費用が減少したことが主な要因です。

 

   （単位：％を除き、千円）

 前第１四半期 当第１四半期 増減額 増減率（％）

研究開発費 276,720 164,671 △112,049 △40.5

 

（販売費及び一般管理費）

　当第１四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は、前年同四半期と比較して５百万円増加（前年同四半期比

＋2.9％）し、177百万円となりました。これは、特許関連費用が減少した一方で、Kubota Glassに関する販促費、

及び監査報酬等が増加したことが主な要因です。

 

   （単位：％を除き、千円）

 前第１四半期 当第１四半期 増減額 増減率（％）

販売費及び一般管理費 171,782 176,736 4,954 2.9

 

(2）財政状態の分析

（流動資産）

　当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末と比べて313百万円減少し2,556百万円となりまし

た。これは、現金及び現金同等物が減少したことが主な要因です。

 

（非流動資産）

　当第１四半期連結会計期間末の非流動資産は、前連結会計年度末と比べて10百万円減少し137百万円となりまし

た。これは、有形固定資産が減少したことが主な要因です。

 

（流動負債）

　当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末と比べて３百万円減少し280百万円となりまし

た。これは、買掛金及びリース負債が増加した一方で、未払報酬が減少したことが主な要因です。

 

（非流動負債）

　当第１四半期連結会計期間末の非流動負債は、前連結会計年度末と比べて14百万円減少し73百万円となりまし

た。これは、リース負債が減少したことが要因です。
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（資本）

　当第１四半期連結会計期間末の資本は、前連結会計年度末と比べて306百万円減少し2,341百万円となりました。

これは、四半期損失の計上により繰越損失（利益剰余金のマイナス）が拡大したことが主な要因です。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

　現金及び現金同等物は、取得日後３ヶ月以内に満期が到来する短期の流動性の高いすべての投資を含み、現金同

等物はマネー・マーケット・ファンドで構成されております。取得日現在の満期が３ヶ月から１年の間である投資

は、短期投資に分類されます。

　当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第１四半期連結会計期間末及び当第

１四半期連結会計期間末において、それぞれ3,715百万円及び2,453百万円でありました。第三者金融機関への預金

額は、連邦預金保険公社及び証券投資家保護公社の適用ある保証上限を超える可能性があります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間における営業活動に使用した現金及び現金同等物（以

下、資金）は、それぞれ383百万円及び336百万円となりました。使用した資金が47百万円減少した主な要因は、前

第１四半期連結累計期間に比べ、当第１四半期連結累計期間は研究開発及び一般管理費等の支払いに関する資金が

減少したことによるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　前第１四半期連結累計期間における投資活動に使用した資金は１百万円、当第１四半期連結累計期間に得られた

資金は１百万円となりました。これは、有形固定資産の取得に関する支払いが減少したことによるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間における財務活動に得られた資金は、それぞれ50百万

円、４百万円となりました。得られた資金が46百万円減少した主な要因は、前第１四半期連結累計期間に比べ、当

第１四半期連結累計期間は新株予約権の権利行使に伴う普通株式の発行による収入が減少したことによるもので

す。

 

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要な変更はあり

ません。

 

(5）研究開発活動

　前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、それぞれ277百万円及

び165百万円となりました。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。研

究開発費の詳細は、「(1）経営成績の状況　（研究開発費）」をご参照ください。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 151,358,476

計 151,358,476

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

 （2024年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2024年５月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 56,298,188 56,298,188
東京証券取引所
（グロース市場）

単元株式数は100株で

す。

計 56,298,188 56,298,188 － －

（注）　提出日現在の発行数には、2024年５月１日からこの四半期報告書の提出日までの新株予約権の行使等により発

行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　当第１四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり

行使されております。

 

（第28回新株予約権）

 
 第１四半期会計期間
（2024年１月１日から

   2024年３月31日まで）

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等の数（個）
2,352

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 235,200

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） 81.00

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（千円） 19,051

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正

条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個）
49,950

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等に係る累計の交付株式数（株）
4,995,000

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等に係る累計の平均行使価額等（円）
114.35

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等に係る累計の資金調達額（千円）
571,173
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
　 （株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2024年１月１日～

2024年３月31日（注）１
235,200 56,298,188 9,562 2,150,674 9,562 2,150,174

（注）１．新株予約権の権利行使による増加であります。

２．2024年４月19日開催の第９期定時株主総会決議に基づき、2024年４月30日付で減資の効力が発生し、資本金

を減少させ、その他資本剰余金に振り替えた後、同日付でその他資本剰余金を減少し、繰越利益剰余金に振

り替え、欠損補填を行っております。この結果、資本金が2,131,112千円（資本金の減資割合99.1％）減少

しております。

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

直前の基準日（2024年２月29日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

    2024年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 56,255,800 562,558 －

単元未満株式 普通株式 10,688 － －

発行済株式総数 56,266,488 － －

総株主の議決権 － 562,558 －

 

②【自己株式等】

　該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．要約四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」）第93条の規定を適用し、国際会計基準第34号「期中財務報告」

（以下「IAS第34号」という。）に準拠して作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2024年１月１日から2024

年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2024年１月１日から2024年３月31日まで）に係る要約四半期連結財

務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【要約四半期連結財務諸表】

（１）【要約四半期連結財政状態計算書】

   （単位：千円）

 注記
前連結会計年度

（2023年12月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2024年３月31日）

資産    

流動資産    

現金及び現金同等物  2,767,639 2,453,823

売上債権  1,964 1,211

棚卸資産  36,849 49,023

その他の流動資産  62,989 52,040

流動資産合計  2,869,441 2,556,097

非流動資産    

有形固定資産  129,457 118,744

その他の非流動資産  17,942 18,199

非流動資産合計  147,399 136,943

資産合計  3,016,840 2,693,040

    

負債及び資本    

負債    

流動負債    

買掛金  34,547 40,994

未払債務  110,085 111,242

未払報酬  72,276 51,324

リース負債  55,659 64,722

その他の流動負債  10,347 11,249

流動負債合計  282,914 279,531

非流動負債    

リース負債  87,194 72,890

非流動負債合計  87,194 72,890

負債合計  370,108 352,421

資本    

資本金 ６ 2,141,113 2,150,675

資本剰余金 ６ 27,638,335 27,656,758

利益剰余金  △25,670,256 △26,013,000

その他の資本の構成要素  △1,462,460 △1,453,814

親会社の所有者に帰属する持分合計  2,646,732 2,340,619

資本合計  2,646,732 2,340,619

負債及び資本合計  3,016,840 2,693,040
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（２）【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

【要約四半期連結損益計算書】

   （単位：千円）

 注記
 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日
　至　2023年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2024年１月１日
　至　2024年３月31日)

事業収益 ７ 5,179 5,036

事業費用    

売上原価  2,037 1,043

研究開発費  276,720 164,671

販売費及び一般管理費  171,782 176,736

事業費用合計  450,539 342,450

営業損失  △445,360 △337,414

その他の収益及び費用    

金融収益  4,126 2,398

金融費用  △2,370 △2,081

その他の収益（△は費用）  △730 △5,647

その他の収益及び費用合計  1,026 △5,330

税引前四半期損失  △444,334 △342,744

四半期損失  △444,334 △342,744

    

四半期損失の帰属    

親会社の所有者  △444,334 △342,744

    

１株当たり四半期損失    

基本的１株当たり四半期損失（円） ８ △8.09 △6.10

希薄化後１株当たり四半期損失（円） ８ △8.09 △6.10

 

【要約四半期連結包括利益計算書】

   （単位：千円）

  
 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日
　至　2023年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2024年１月１日
　至　2024年３月31日)

四半期損失  △444,334 △342,744

    

その他の包括利益    

純損益に振り替えられる可能性のある項目    

在外営業活動体の換算差額  △54 8,646

その他の包括利益合計  △54 8,646

四半期包括利益  △444,388 △334,098

    

四半期包括利益の帰属    

親会社の所有者  △444,388 △334,098
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（３）【要約四半期連結持分変動計算書】

前第１四半期連結累計期間（自　2023年１月１日　至　2023年３月31日）

      （単位：千円）

 注記 資本金 資本剰余金 利益剰余金
その他の資本
の構成要素

親会社の所有
者に帰属する
持分合計

合計

2023年１月１日現在残高  2,066,706 27,526,853 △24,180,654 △1,463,370 3,949,535 3,949,535

四半期損失    △444,334  △444,334 △444,334

在外営業活動体の換算差額     △54 △54 △54

四半期包括利益  － － △444,334 △54 △444,388 △444,388

株式報酬 ９  15,205   15,205 15,205

新株の発行 ６ 31,300 31,300   62,600 62,600

新株発行費用   △553   △553 △553

所有者との取引額合計  31,300 45,952 － － 77,252 77,252

2023年３月31日現在残高  2,098,006 27,572,805 △24,624,988 △1,463,424 3,582,399 3,582,399

 

当第１四半期連結累計期間（自　2024年１月１日　至　2024年３月31日）

      （単位：千円）

 注記 資本金 資本剰余金 利益剰余金
その他の資本
の構成要素

親会社の所有
者に帰属する
持分合計

合計

2024年１月１日現在残高  2,141,113 27,638,335 △25,670,256 △1,462,460 2,646,732 2,646,732

四半期損失    △342,744  △342,744 △342,744

在外営業活動体の換算差額     8,646 8,646 8,646

四半期包括利益  － － △342,744 8,646 △334,098 △334,098

株式報酬 ９  8,745   8,745 8,745

新株の発行 ６ 9,562 9,562   19,124 19,124

新株発行費用   116   116 116

所有者との取引額合計  9,562 18,423 － － 27,985 27,985

2024年３月31日現在残高  2,150,675 27,656,758 △26,013,000 △1,453,814 2,340,619 2,340,619
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（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

   （単位：千円）

  
 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日
　至　2023年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2024年１月１日
　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー    

四半期損失  △444,334 △342,744

四半期損失から営業活動に使用された現金
（純額）への調整

   

減価償却費  18,873 14,612

減損損失  － 5,590

株式報酬  15,205 8,745

金融収益  △4,126 △2,398

金融費用  2,370 2,081

営業資産及び負債の変動    

売上債権  1,691 887

その他の流動資産  30,562 5,839

その他の流動負債  6,685 200

買掛金  6,205 4,041

未払債務  9,769 △6,169

未払報酬  △40,442 △25,383

その他の資産  17,294 938

小計  △380,248 △333,761

利息の支払額  △2,349 △2,068

営業活動によるキャッシュ・フロー  △382,597 △335,829

    

投資活動によるキャッシュ・フロー    

利息の受取額  4,800 2,759

有形固定資産の取得による支出  △6,243 △1,591

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,443 1,168

    

財務活動によるキャッシュ・フロー    

普通株式の発行による収入  62,601 19,051

リース負債の返済による支出  △12,207 △14,630

財務活動によるキャッシュ・フロー  50,394 4,421

現金及び現金同等物に係る換算差額  7 16,424

現金及び現金同等物の増減額  △333,639 △313,816

現金及び現金同等物の期首残高  4,048,969 2,767,639

現金及び現金同等物の四半期末残高  3,715,330 2,453,823
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【要約四半期連結財務諸表注記】

１．報告企業

　窪田製薬ホールディングス株式会社は、日本国に所在する株式会社であり、東京証券取引所グロース市場に株

式を上場しております。登記されている本社及び主要な事業所の住所は、当社のホームページ（URL

https://www.kubotaholdings.co.jp/）で開示しております。

 

　当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社及び当社の完全子会社であるクボタビジョン・インク並びに

クボタビジョン・ジャパン株式会社により構成されております。

　当社グループは、世界中で眼疾患に悩む皆さまの視力維持と回復に貢献することを目的に、イノベーションを

さまざまな医療用医薬品・医療機器の開発及び実用化に繋げる眼科医療ソリューション・カンパニーです。米国

子会社であるクボタビジョン・インクが研究開発の拠点となり、革新的な治療薬・医療技術の探索及び開発に取

り組んでいます。医薬品については、当社グループ独自の視覚サイクルモジュレーション技術に基づく「エミク

ススタト塩酸塩」においてスターガルト病及び糖尿病網膜症への適応を目指し研究を進めております。医療機器

については、在宅で網膜の状態の測定を可能にする遠隔眼科医療モニタリングデバイス「eyeMO」、当社グルー

プ独自のアクティブスティミュレーション技術「クボタメガネ・テクノロジー」を活用して近視を抑制するウェ

アラブル近視デバイスの開発を進めています。

　その他にも、低分子化合物、医療機器において、早期段階の研究開発を行っております。

 

２．作成の基礎

(1）国際会計基準（以下、IFRS）への準拠

　当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第１条の２の「指定国際会計基準特定

会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IAS第34号「期中財務報告」に準拠して作成してお

ります。

　要約四半期連結財務諸表は、連結会計年度の連結財務諸表で要求されるすべての情報が含まれていないた

め、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。

 

(2）表示通貨及び単位

　当社の要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しており、千円未満を四捨五入して

表示しております。

 

３．重要性がある会計方針

　当社グループが本要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、前連結会計年度に係る

連結財務諸表において適用した会計方針と同様であります。

 

４．重要な会計上の見積り、判断

　当社グループは、要約四半期連結財務諸表の作成において、資産、負債、収益及び費用の報告額、また偶発資

産に関連した注記事項に開示されている金額を決定するに当たり、マネジメントによる会計上の見積り及び仮定

を用いております。

　会計上の見積りや仮定を用いた重要なものは、以下のとおりです。

・有形固定資産の耐用年数

・株式報酬の公正価値

・非金融資産の減損

 

　見積り及びその基礎となる仮定は、過去の経験及びその他の関連する要因等に基づいており、継続して見直し

ております。実際の結果は、これらの見積りと異なる場合があります。これらの見積りの見直しによる影響は、

当該見積りを見直した期間及び将来の期間において認識しております。

　本要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断は、前連結会計年度に係る連

結財務諸表と同様であります。
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５．セグメント

　当社グループは単一のセグメント、すなわち医療用医薬品・医療機器事業及びこれらに関連する事業活動を

行っております。当社グループのすべての重要な資産は米国に所在します。

 

６．資本及びその他の資本項目

授権株式数及び発行済株式総数

　授権株式数及び発行済株式総数の増減は以下のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2023年１月１日
至　2023年３月31日）

 
当第１四半期連結累計期間
（自　2024年１月１日
至　2024年３月31日）

授権株式数(株) 151,358,476  151,358,476

発行済株式数(株)    

　期首残高 54,622,588  56,062,988

　期中増減（注）２、３ 563,500  235,200

　期末残高 55,186,088  56,298,188

    

資本金(千円) 2,098,006  2,150,675

資本剰余金(千円) 27,572,805  27,656,758

自己株式(株) 71  71

自己株式(千円) 65  65

 

（注）１　当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込

済みとなっております。

２　前第１四半期連結累計期間において、行使価額修正条項付第28回新株予約権の権利行使により、発行済株式

数が563,500株、資本金及び資本剰余金がそれぞれ31,300千円増加しております。

３　当第１四半期連結累計期間において、行使価額修正条項付第28回新株予約権の権利行使により、発行済株式

数が235,200株、資本金及び資本剰余金がそれぞれ9,562千円増加しております。

 

７．事業収益

収益の分解

　当社グループは、事業収益を財又はサービスの種類別に分解しております。収益の内訳は以下のとおりであ

ります。

（単位：千円）

財又はサービスの種類
前第１四半期連結累計期間
（自　2023年１月１日
至　2023年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2024年１月１日
至　2024年３月31日）

Kubota Glass販売 5,179 4,690

健康経営関連 － 262

商品保証サポート － 84

合計 5,179 5,036
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８．１株当たり利益（損失）

 

 
　前第１四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日
　　至　2023年３月31日）

　当第１四半期連結累計期間
（自　2024年１月１日

　　至　2024年３月31日）

親会社の所有者に帰属する四半期損失（千円） △444,334 △342,744

発行済普通株式の加重平均株式数（千株） 54,922 56,160

   

１株当たり四半期損失   

基本的１株当たり四半期損失（円） △8.09 △6.10

希薄化後１株当たり四半期損失（円） △8.09 △6.10

（注）　前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間において、希薄化性潜在的普通株式がそれぞれ、

484千株及び312千株ありますが、逆希薄化効果を有するため、希薄化後１株当たり四半期損失の計算から除外

されています。

 

９．株式報酬

(1）持分決済型

　当社グループの株式報酬は、持分決済型に分類されます。当社グループは、2016年６月に公表されたIFRS第

２号の改訂「株式に基づく報酬取引の分類及び測定」を適用しており、この改訂により当社グループは、従業

員の源泉税を現金決済型ではなく、持分決済型として分類しております。

　前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間においてストック・オプション行使に伴い発生し

た源泉税はありません。

　前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間における株式報酬費用はそれぞれ15,205千円、

8,745千円であります。

 

(2）ストック・オプション付与

前第１四半期連結累計期間（自　2023年１月１日　至　2023年３月31日）

　新たに付与されたストック・オプションはありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自　2024年１月１日　至　2024年３月31日）

　新たに付与されたストック・オプションはありません。
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10．金融商品

　当社グループは、元本を保全し流動性の要求を満たすことを目的として、現金、マネー・マーケット・ファン

ドを保有しております。資本管理の目的は、継続企業として存続する可能性を高めるため、また、将来の事業開

発の可能性を維持することにあります。

　資本構成を維持あるいは調整するため、当社グループは新株を発行する可能性があります。当社の取締役会

は、資本利益率の数値目標を設けておらず、外部から課された資本規制もありません。当社グループの資本管理

戦略は、当第１四半期連結累計期間において変更されておりません。

 

　公正価値は、測定日における市場参加者間の通常の取引において、資産の売却により受け取るであろう価格、

または負債を移転するのに支払うであろう価格と定義されます。公正価値評価基準の比較可能性を向上させるた

めに、以下の階層が公正価値を測定するのに利用される評価手法のインプットの優先順位を決めます。

レベル１－活発な市場における、同一の資産及び負債の取引相場価格

レベル２－直接的または間接的に観測可能なレベル１以外のインプット（類似の資産もしくは負債の取引相場

価格、活発でない市場における取引相場価格のインプット）

レベル３－市場データがわずかまたは皆無であり、当社が独自の仮定を確立する必要のある観測不可能なイン

プット

 

(1）公正価値の算定方法

金融商品の公正価値の算定方法は以下のとおりであります。

 

（現金及び現金同等物、売上債権、買掛金及び未払債務）

短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいものとして算定しております。

 

(2）償却原価で測定する金融商品

　償却原価で測定する金融商品の帳簿価額は、公正価値と一致または合理的に近似しているため、金融商品ク

ラス毎の帳簿価額と公正価値の比較表を省略しております。

 

(3）公正価値で測定する金融商品

該当事項はありません。

 

11．要約四半期連結財務諸表の承認

　2024年５月14日に当要約四半期連結財務諸表は、当社の代表取締役会長、社長兼最高経営責任者窪田良によっ

て承認されております。
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12．後発事象

（資本金の額の減少（減資）及びその他資本剰余金の処分）

　当社は、2024年２月21日開催の取締役会において、以下のとおり、当社第９期定時株主総会に資本金の額の減

少（減資）及びその他資本剰余金の処分の件を付議することについて決議し、同株主総会において承認可決さ

れ、2024年４月30日付でその効力が発生しております。

 

(1）目的

　欠損補填及び今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保を図るため、会社法第447条第１項及び会社法第452条

の規定に基づき、資本金の額の減少（減資）及びその他資本剰余金の処分を行うものであります。

　これにより、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性と機動性の確保に努めてまいりま

す。

 

(2）資本金の額の減少（減資）の内容

①減少する資本金の額

　当社の資本金の額2,141,113千円（2023年12月末現在）のうち2,131,113千円減少し、減少する資本金の額

全額をその他資本剰余金に振り替えるものです。減少後の資本金の額は19,562千円（注）となります。

（注）減資の効力発生日までの間に、新株予約権が行使されたことにより、資本金の額が9,562千円増加し

ております。

 

②資本金の額の減少（減資）の方法

　払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少いたします。

 

(3）その他資本剰余金の処分の内容

　上記(2）に記載の資本金の減少の効力発生を条件に、以下のとおり、その他資本剰余金のうち欠損補填に必

要な金額を減少し、繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損補填に充当いたします。

 

①減少する剰余金の項目とその額

その他資本剰余金　　1,946,466千円

 

②増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　　1,946,466千円

 

(4）日程

①取締役会決議日　　　　　　　2024年２月21日

②債権者異議申述公告日　　　　2024年３月22日

③株主総会決議日　　　　　　　2024年４月19日

④債権者異議申述最終期日　　　2024年４月26日

⑤減資の効力発生日　　　　　　2024年４月30日
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（ストックオプションの付与）

　当社は、2024年４月19日開催の当社第９期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規

定に基づき、ストックオプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任す

ることを決議いたしました。

　詳細は以下のとおりです。

 

(1) 新株予約権の割当ての対象者

　当社の取締役（社外取締役を含む）、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役（社外取締役

を含む）、使用人及びコンサルタント

(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数

　当社普通株式1,700,000株を上限とする。

　ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日（以下「決議日」という）以降、当社が、

当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ）又は株

式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、こ

れを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

(3) 発行する新株予約権の総数

　17,000個を上限とする。

(4) 新株予約権の発行価額

　新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受

けることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という）に付与株式数を乗じた金額とす

る。

　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という）の属する月の前月の各日（取引が成立

しない日を除く）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」という）の平均

値（１円未満の端数は切り上げる）又は割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引

日の終値）のいずれか高い金額とする。

(6) 新株予約権を行使することができる期間

　割当日から付与決議日後10年を経過する日までとする。

(7) 新株予約権の行使の条件

　新株予約権の行使条件は、下記(9)の新株予約権割当契約に定めるところによる。

(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規

定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げる。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(9) その他

　新株予約権の割当ては、当社取締役会が上記新株予約権発行の目的を達成するために必要と認める条件を

定める新株予約権割当契約を割当対象者との間で締結し、これに基づいて行うものとする。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2024年５月14日

 

窪田製薬ホールディングス株式会社

 

 取締役会　御中  

 

 三優監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 岩田　亘人

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 川村　啓文

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている窪田製薬ホール

ディングス株式会社の2024年１月１日から2024年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2024年１月１

日から2024年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2024年１月１日から2024年３月31日まで）に係る要約四半期

連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算

書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、「四半期連結財務諸表の用語、様

式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、窪田製薬ホー

ルディングス株式会社及び連結子会社の2024年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計

期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認め

られなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の

責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を

入手したと判断している。

 

要約四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第１号「財務諸表の表示」第４項に基づき、継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から要約四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約四半期連結財務諸表において、国際会計基準第１号「財務

諸表の表示」第４項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま

た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において要約四半期連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約四半期連結財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、要約四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。

・要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさせ

る事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約四半期連結財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに要約四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら

れないかどうかを評価する。

・要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、要約四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、

単独で監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

（注）１．上記の四半期レビュー報告書は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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